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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任は

もたない。 

JIS X 0135 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS X 0135-1 第 1 部：概念の定義 

JIS X 0135-2 第 2 部：ソフトウェア規模測定手法の JIS X 0135-1:1999 への適合性評価 

JIS X 0135-6 第 6 部：JIS X 0135 規格類及び関連規格の利用指針 
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序文 

この規格は，2006 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 14143-6 を基に，技術的内容及び対応国際規格

の構成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある“注記”は，対応国際規格にはない事項である。 

機能規模測定は，ソフトウェアの利用者機能要件を数値化することによってソフトウェアの規模を測定

する技法である。この概念を取り込んで出版された 初の手法は，Allan J. Albrecht が 1970 年代末に開発

した“ファンクションポイント法（Function Point Analysis）”である。それ以来， 初の手法の拡張版及び

変形版が数多く開発されてきた。機能規模測定に関して次に示す JIS，国際規格，標準報告書などが発行

されている。 

－ JIS X 0135 規格類（JIS X 0135-1:1999，JIS X 0135-2:2004，ISO/IEC TR 14143-3:2003，ISO/IEC TR 

14143-4:2002 及び ISO/IEC TR 14143-5:2004） 

注記 日本工業規格では，部で構成する規格がある場合，この部編成の規格全体を総称して，“規格

群”と呼ぶ。この規格では，日本工業規格になっていない標準報告書を含めて，規格全体を

総称する場合は，“規格類”と呼ぶ。また，この規格類の中では，日本工業規格になっていな

い標準報告書を，便宜上，第 3 部，第 4 部，第 5 部と呼ぶ。 

－ JIS X 0143:2006 

－ ISO/IEC 20926:2003 

－ ISO/IEC 20968:2002 

－ ISO/IEC 24570:2005 

この規格は，機能規模測定手法の利用者及び開発者に対して，上記の規格が互いにどのように関連し，

どのように使用すればよいかの指針を提供するために制定された。 

ソフトウェアを測定することによって得られる機能規模は，ソフトウェア並びにその開発，保守及び支

援活動の特性をより深く理解する助けとなる。機能規模及び／又は機能規模測定の定義・利用に関連する

規格は，次の三つの型に分類できる。 

a) 概念標準：概念を記述し，定義を提供する。 

b) 支援標準：機能規模測定手法の評価を支援し，機能規模測定手法が測定するソフトウェアの機能領域

の例に関する情報を提供する。 
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